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Ⅰ．都市計画マスタープランとは 
  ここでは、都市計画マスタープランに関する概要を説明します。 
１）都市計画とは 

生活や活動の場、また、引き継がれてきた環境や歴史などを計画的に、守り、育み、より

良い都市にしていくためのまちづくりの基本的なルールとなるもので、都市計画法という法

律で定められています。 
 

 

 
都市の範囲 
→都市計画区域 

市街地の範囲 

→用途地域 

道路や公園等

→都市施設

→都市計画決定 

ルールとして決定 

□具体的には 

都市としての範囲（都市計画

区域）を対象に、土地の使い

方・建物の建て方などの土地利

用のルール（用途地域）、道路

や公園などの施設（都市施設）

の配置を定め、まちづくりを進

めていきます。 

 ３）香取市都市計画マスタープランについて 

本市は、都市計画区域と区域外のある都市となっています。しかしながら、今後の香取市としてのま

ちづくりの方向性は、市域全域を対象として検討することが必要であり、また、今回は、合併後の香取

市のまちづくりを考える良い機会でもあります。 

よって、香取市都市計画マスタープランでは、市域全域を対象に将来のまちづくりの方向性を検討し

ていきます。 
▲佐原区の用途地域［佐原都市計画図］

 
 
 

※色で着色されたものが用途地域です。

▲小見川区の用途地域［小見川都市計画図］

（小見川工業団地）

都市計画区域

○香取市の都市計画の状況 

・都市計画区域は、佐原区と小見川区の全域に指

定されています。 
・用途地域や都市施設は、図面の通りで、都市計

画道路、都市公園などが都市計画決定されてい

ます。 

▼都市計画区域とは 

 人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える

必要がある区域で、総合的に整備・開発・保全することが必要な範囲です。 

▼用途地域とは 

土地利用に関する都市計画の一つで、都市計画区域において、計画的に都市的土地

利用を行う区域に指定します。 

用途地域は住居、商業、工業などに分けられ、用途地域ごとに、建てられる建物、

建てられない建物などが定められています。 

▼都市施設とは 

都市を支える道路や公園等のことです。都市施設を都市計画決定すると、将来的に

その用地はその施設として整備されます。 

▼都市計画決定とは 

 用途地域や都市施設の場所を都市計画として法的に定めることです。都市計画決定

するためには、市民の意見を十分に反映していくための手続きが必要です。また、都

市計画決定後、社会経済状況等の変化に応じ、見直しが可能です。 

 
２）都市計画マスタープランとは 

都市計画法に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」で、総合計画に即

して定めることとなっています。 
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・計画的な汚水処理対策が課題です。 
○景観 

・市街地内の歴史的な町並み、田園風景、水郷地帯など、良好

な景観の維持・保全が課題です。 
 

・市南部の緑や利根川、与田浦、黒部川等の水辺空間の保全と

活用が課題です。 
○上水・下水 

・水道普及率の向上と施設の老朽化対策が必要です。 

Ⅱ．香取市の現況と課題 

○市域面積：262.31ｋ㎡（千葉県で４番目の規模） 
○人口 

・人口：87,372 人、世帯数：27,264 世帯 
（平成 17 年国勢調査） 

・平成 7 年以降、人口は減少し、高齢化が進行しています。 
○産業 

農業：農家戸数、経営耕地面積は減少しています。 
商業：従業者数、店舗数、販売額は減少しています。 
工業：事業所数は減少、従業者数、販売額は増加しています。 
観光：観光客数は増加していますが、ほとんどが日帰客です。 

○土地利用   

・農地、山林が市域の約７割を占めています。 
・商業地は、佐原駅、小見川駅周辺および国県道等の沿道に形成

されていますが、機能の充実が課題です。 
・工業地は、小見川工業団地の他にまとまったものはなく、新た

な工業地の確保が課題です。 
・住宅地は、市街地（用途地域）や田園等に形成されています。

立地条件や周辺の環境に配慮した住環境の向上をはかることが

課題です。 
・用途地域約 10.55ｋ㎡（佐原区約 6.75k ㎡、小見川区約 3.80ｋ
㎡）が指定されています。 

○交通 

・利根川を横断する橋梁付近など、市街地において渋滞が発生し

ています。 
・佐原区の市街地内は一方通行が多く、観光客などにわかりにく

い道路網となっています。 
・国県道の一部や市道で幅員の狭い未改良区間や排水機能のない

道路があります。 
・佐原区、小見川区に指定された都市計画道路 17 路線の改良率

は約 41％となっています。 
○公共交通 

・鉄道、路線バスとも利用者は減少しています。 
○公園・緑地・水辺空間 

・計画的な公園整備を進めることが課題です。 
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Ⅲ－１．佐原区の現況と課題 

○区の面積：119.88ｋ㎡（市域の約 46％） 
○人口 
・人口：45,965 人、世帯数：14,776 世帯（H17 国勢調査） 
・平成 7 年以降、人口は減少し、高齢化が進行しています。 
○産業 

農業：農家戸数、経営耕地面積は減少しています。 
商業：市内で最も商業が集積していますが、商店数、従業者数、 

年間販売額は減少しています。 
工業：事業所数、従業者数は減少し、製造品出荷額等は増加して

います。 
観光：香取神宮、水郷佐原水生植物園、小野川沿いなど多様な観

光資源があります。観光客数は、香取神宮、水郷佐原水生

植物園でわずかに減少していますが、小野川沿いは増加し

ています。各観光資源の魅力の向上とネットワーク化が課

題です。 
○土地利用 

・農地、山林が区域の約７割を占めています。 
・商業地は、佐原駅周辺および国県道等の沿道に形成されています。

中心商業地の活性化など、商業機能の充実が課題です。 
・まとまりのある工業地はなく、小規模な事業所が区内に点在して

います。企業誘致先となる用地の確保が課題です。 
・住宅地は、市街地（用途地域）や田園等に形成されています。市

街地の密集住宅地の改善や田園型居住地の住環境の維持、向上が

課題です。 
・佐原駅を中心に用途地域（約 6.75ｋ㎡）が指定されています。佐

原本宿耕地地区等、土地利用に合わせた用途地域の見直し等が課

題です。 
○交通 

・利根川を横断する橋梁付近など、市街地で渋滞が発生しています。 
・市街地内は一方通行が多いなど、観光客などにわかりにくい道路

網となっています。 
・国県道の一部や市道で幅員の狭い未改良区間や排水機能のない道

路があります。 
・佐原区の都市計画道路９路線の改良率は約 39％、未整備区間の必

要性、実現性の検討が課題です。 

○上水・下水 

・水道普及率の向上と施設の老朽化対策が必要です 
・計画的な汚水処理対策が課題です。 
○景観 

・歴史的な町並み、香取神宮周辺や市街地南側の良好な緑、

水郷地帯など、良好な景観の維持・保全が課題です。 

○公共交通 

・鉄道、路線バスとも利用者は減少しています。 
○公園・緑地・水辺空間 

・計画的な公園整備を進めることが課題です。 
・区南部の緑や利根川、与田浦等の水辺空間の保全と活用が課題

です。 
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○上水・下水 

・水道普及率の向上と施設の老朽化対策が必要です。 
・計画的な汚水処理対策が課題です。 
 

○景観 

・黒部川沿いの町並み、市街地南側の良好な緑、水郷地帯など、良

好な景観の維持・保全が課題です。 

Ⅲ－２．小見川区の現況と課題 

○区の面積 ： 61.84ｋ㎡（市域の約 24％） 
○人口 

・人口：25,399 人、世帯数：8,174 世帯（H17 国勢調査） 
・平成 7 年以降、人口は減少し、高齢化が進行しています。 
○産業 

農業：経営耕地面積、農家数は減少しています。 
商業：商店数、従業者数、年間販売額とも減少しています。 
工業：事業所数、従業者数は減少し、製造品出荷額等は増加してお

り、市内で最も多い額となっています。 
観光：主な観光資源は小見川城山公園（観光客数 30,000 人／年で

横ばい）や花火大会などです。また、小見川区の総観光客数

は他区と比べ、最も少なくなっています。既存観光資源の活

用や新たな観光資源の発掘が課題です。 
○土地利用 

・農地、山林が区域の約６割を占めています。 
・商業地は、小見川駅周辺および本郷・野田地区などの主要な道路沿

道に形成されています。 
・工業地は区の西側に小見川工業団地が整備されています。小見川工

業団地の活性化、新たな企業誘致先の確保が課題です。 
・住宅地は、市街地（用途地域）や田園等に形成されており、周辺の

環境に配慮しつつ、住環境の向上をはかることが課題です。 
・小見川駅と国道 356 号周辺および小見川工業団地に用途地域（約

3.80ｋ㎡）が指定されています。 
○交通 

・利根川を横断する小見川大橋の橋梁付近など、市街地で渋滞が発生

しています。 
・国県道の一部や市道で幅員の狭い未改良区間や排水機能のない道路

があります。 
・小見川区の都市計画道路 8 路線の改良率は約 45％、未整備区間の必

要性、実現性の検討が課題です。 
○公共交通 

・鉄道、路線バスとも利用者は減少しています。 
○公園・緑地・水辺空間 

・計画的な公園整備を進めることが課題です。 
・区南部の緑や利根川、黒部川等の水辺空間の保全と活用が課題です。 
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○上水・下水 

・水道普及率の向上が必要です。 
・計画的な汚水処理対策が課題です。 

○景観 

・一団の農地や谷津田などの良好な景観の維持・保全が課

題です。 
 

山田区 
 

Ⅲ－３．山田区の現況と課題 

○区の面積 ： 51.54ｋ㎡（市域の約 20％） 
○人口 

・人口：10,778 人、世帯数：2,839 世帯 
（H17 国勢調査） 
・昭和 60 年以降、人口は減少し、高齢化が進行しています。 
○産業 

農業：経営耕地面積、農家数は減少しています。 
商業：商店数は減少し、従業者数、年間販売額は増加していま

す。 
 工業：事業所数、製造品出荷額等は減少し、従業者数は増加し

ています。また、製造品出荷額等は市の中で最も低い額

となっています。 
観光：主な観光資源である(有)風土村、橘ふれあい公園の観光

客数は減少しています。しかし、(有)風土村は年間約 20
万人以上が訪れており、市にとって貴重な観光資源とな

っています。 
農業との連携など、観光資源の魅力の向上が課題です。 

○土地利用 

・農地、山林等が区域の約７割を占めています。 
・小規模な店舗が点在しており、区の生活サービスを担う商業機

能の充実が課題です。 
・区内に点在する既存工場の維持、活性化、また、新たな産業の

誘致についての検討が課題です。 
・住宅地は、昔からの集落を中心として形成されています。周辺

の環境に配慮しつつ、住環境の向上をはかることが課題です。 
○交通 

・県道の一部や市道で幅員の狭い未改良区間や排水機能のない道

路があります。 
○公共交通 

・路線バスの運行路線、便数が減少しています。 
○公園・緑地・水辺空間 

・橘ふれあい公園の魅力の向上やまほろばの里の活用が課題で

す。 
・山林や田園等の良好な環境の保全が課題です。 
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○景観 

・一団の農地や谷津田などの良好な景観の維持・保全

が課題です。 

  
○上水・下水 

・水道普及率の向上が必要です。 
・計画的な汚水処理対策が課題です。 

Ⅲ－４．栗源区の現況と課題 

○区の面積 ： 29.05ｋ㎡（市域の約 11％） 
○人口 
・人口：5,190 人、世帯数：1,475 世帯（H17 国勢調査） 
・平成 2 年以降、人口は減少し、高齢化が進行しています。 
○産業 

農業：経営耕地面積、農家数は減少しています。 
 商業：商店数はほぼ横ばいで、従業者数、年間販売額は増加して

います。これは沿道型商業施設の立地によるものと考えら

れます。 
工業：事業所数は横ばい、従業者数、製造品出荷額等は増加して

います。 
観光：道の駅くりもとやクラインガルデン栗源など、農業と連携

した観光機能が成立しています。道の駅くりもとの観光客

は増加しており、平成 18 年には約 27 万人が訪れています。 
農業と連携した観光機能の充実や新たな観光資源の発掘が

課題です。 
○土地利用 

・農地、山林等が区域の約７割を占めています。 
・集落地や主要な道路沿道に小・中規模店舗が点在していますが、

まとまった商業地はなく、生活サービスを担う商業機能の充実が

課題となっています。また、道の駅くりもとは利用者も多く、観

光拠点となっています。 
・区内に点在する既存工場の維持、活性化をはかるとともに、大関

地区の土砂採取跡地の一団の未利用地の有効利用が課題です。 
・住宅地は、昔からの集落を中心として形成されています。周辺の

環境に配慮しつつ、住環境の向上をはかることが課題です。 
○交通の現況と課題 

・県道の一部や市道で幅員の狭い未改良区間や排水機能のない道路

があります。 
○公共交通 

・路線バスの運行路線、便数が減少しています。 
○公園・緑地・水辺空間の現況と課題 

・栗山川ふれあいの里公園の活用、山林や田園等の良好な環境の維

持・保全が課題です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


